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令和３年度「福祉現場で必要な法律の基礎知識研修」の実施について（通知） 

 

本会事業の推進につきましては、平素より格別の御支援と御協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、このたび標記研修を下記のとおり開催いたしますので、該当する職員の参加について御

配慮くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１ 研修名等 

  「福祉現場で必要な法律の基礎知識研修」 

  （研修 No.23・24) 

 

２ 研修方法 

  Ｗｅｂによるオンライン研修（動画配信方式 講義時間 各コース約２時間３０分） 

 

３ 研修の内容 

  別添の開催要領を参照ください。 

 

４ 申込方法 

  本会ホームページ埼玉県社会福祉協議会 研修・試験の福祉の研修へ進み、該当する研修

のページよりお申し込みください。 

 

※受付完了後、確認メールが届きますので、必ず御確認ください。 

※申込期間内の変更やキャンセルはホームページから手続きをお願いします。 

 

 

５ お問い合わせ先 

  埼玉県社会福祉協議会 研修開発部 福祉研修課（担当：小坂） 

  ＴＥＬ：０４８-８２２-１１９０   E-Mail：kosaka@fukushi-saitama.or.jp 

↑こちらからも 

アクセス可能です 

 



令和３年度 福祉現場で必要な法律の基礎知識研修 実施要領 

１ 目 的 

福祉施設においては、介護事故や虐待等の様々なリスク管理が求められます。いざ発生した

場合には、トラブルに発展してしまうことがあります。トラブル対応には、職員が福祉に関する法

律の基礎を知ること、理解することが必要であり、これは、自分自身と組織を守ることにもつなが

ります。 

本研修では、福祉施設で働く職員が最低限必要な法律の基礎について学ぶことを目的とし

ています。 

 

２ 主 催 

  社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会（埼玉県社会福祉総合センター指定管理業務） 

 

３ 対象者  

  高齢者コース：高齢者施設の職員（中堅職員～管理者向け） 

  障害者コース：障害者施設の職員（中堅職員～管理者向け） 

 

４ 研修方法等 

Ｗｅｂによるオンライン研修（動画配信型 講義各コース約２時間３０分） 

 

５ 定 員 ※事業所の申込件数の上限 

  各コース １５０件（定員以上の申込があった場合は調整いたします） 

 

６ 講 師 

法律事務所おかげさま 弁護士 外岡 潤 氏 

   

７ 研修内容   

高齢、障害共通 

（１） 事業所で働くうえで法律を理解する必要性 

・コンプライアンス（法令遵守）で組織を護る ・福祉施設における主要な法律と考え方 

（２） 利用者との契約に関すること 

・契約書の留意点 ・重要事項説明書等の留意点 

（３） 事故対応について 

・裁判事例に学ぶ法的責任の見極め方 ・事故が起こってしまったら（転倒や誤嚥等） 

・謝罪の重要性と留意点 

（４） 虐待と身体拘束 

（５） 日常業務で起きる法律トラブル事例の紹介 

 

 

 

 

 



８ 申込および参加費等 

（１） 申込 

・事業所単位での申込を承ります。 

・動画の利用については、申込をした事業所内に限り、複数の職員に活用いただくことも可

能です。 

（２） 参加費（高齢者コース、障害者コースそれぞれに参加費が必要です）   各５,０００円 

（３） 参加費の支払いについて 

・払込用紙をお送りしますので、期限内に必ず、支払いを完了させてください。 

・動画視聴にあたっての受講者側のトラブル（環境未整備等）も含め、参加費振込後の返金 

はいたしませんので御留意ください。 

・振込手数料は御負担ください。 

 

９ 申込方法 

  本会ホームページ埼玉県社会福祉協議会⇒オレンジ色の研修・試験⇒ 

  緑色の福祉の研修⇒福祉現場で必要な法律の基礎知識研修をクリック。 

  ※受付完了後、確認メールが届きますので、必ず御確認ください。 

   （確認メールが届かない場合は、お問い合わせください。）    

  ※申込期限内の変更やキャンセルは、ホームページから手続きをお願いします。 

 

10 受講までのスケジュール 

No 行 程 備 考 

1 参加のお申し込み 

本通知の申込方法を参照ください。 

令和 3年 9月 8日（水）9時～9月 24日（金）15時 

※通常の参加申込みフォームに、講師からのアンケートの入

力項目がありますので、御承知おきください。 

2 受講決定通知の受領 

10月 5日（火）を目安に、受講決定通知、払込用紙を郵送しま

す。（振込用紙も同封。10月 12日（火）までに届かない場合は

御連絡ください。） 

3 参加費の払込み 
振込期日までにお振込みください。 

（詳細な期日は受講決定通知に記載） 

4 視聴用ＵＲＬ、パスワード、資料 
参加費入金を確認後、動画配信の約１週間前を目安に研修

資料、視聴用 URL 及びパスワード等を郵送いたします。 

5 講義動画の視聴（２週間） 

【高齢者コース】 

令和 3年 12月 01日（水）9時 ～   12月 14日（火）17時 

【障害者コース】 

令和 3年 12月 15日（水）9時 ～   12月 28日（火）17時 

6 アンケートの提出 
配信期間終了から１週間以内にＦＡＸまたはメールにて御返信

をお願いします。 

 

 

 

 

こちらからも↑ 
アクセス可能です 



11 留意点 

 (１) 本研修の録画・録音・撮影、および資料の二次利用、SNS 等への投稿は固くお断りいた 

 します。 

 (２) 本研修内容の盗用が発覚次第、著作権・肖像権侵害等として対処させていただきます。  

 (３) 講義動画の視聴にあたって、パソコン等を利用したインターネットへの接続環境を御準備 

   ください。 

   お申込み前に、「テスト動画」が再生できるかを必ず御確認ください。本会ホームページ埼玉

県社会福祉協議会⇒オレンジ色の研修・試験⇒緑色の福祉の研修⇒〇動画配信型研修

のテスト動画視聴はこちらからをクリックします。パスワードは「1111」です。 

 （４） 申込受付期間終了後の変更・キャンセルはできませんので十分御検討の上、お申し込 

 みください。 

 （５） 参加費入金後の返金はいたしませんので、御了承ください。 

 

12 問い合わせ先 

 埼玉県社会福祉協議会 研修開発部 福祉研修課（担当：小坂） 

 ＴＥＬ ０４８-８２２-１１９０  


